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Ⅰ 境界確認申請の概要

１．境界確認について

市道（水路）と民有地の境界確認（以下「境界確認」といいます。）は、市が所有又は管

理する道路、水路等の公共用地（以下「公共用地」といいます。）と、これに隣接する土地

の所有者とその境界を明らかにすることをいいます。

２．境界確認の対象範囲

境界確認の対象となる公共用地は、以下のとおりです。

（１）道路法(昭和２７年法律第１８０号)に基づいて認定している市道

（２）認定外道路

（３）水路

３．境界確認の申請者

境界確認の申請者は、市が管理する公共用地に隣接する土地の所有権登記名義人（土地所

有者）とします。ただし、下記（１）～（６）に該当する場合はそれぞれの定めるところに

よります。

（１）法人が土地所有者の場合は代表者又は当該土地の処分権を有する者。だたし、法人

が解散又は倒産した場合は、清算人又は管財人とします。

（２）共有地の場合は、原則として共有者全員。ただし、共有者の１人が他の共有者の委

任を受けた場合にあっては、委任を受けた者が申請をすることができます。

（３）土地所有者が死亡している場合は、原則として法定相続人全員。遺産分割協議書、

遺言公正証書等がある場合は、その権利者。なお、それらの写しを申請書に添付し

てください。ただし、相続人の１人が他の相続人の委任を受けた場合にあっては、

委任を受けた者が申請をすることができます。

（４）土地所有者が未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者の場合は、法定代理人

（親権者・後見人等）。なお、その旨を証する書面（親権者にあっては、戸籍謄本

の写し、後見人にあっては登記事項証明書の写し等）を申請書に添付して下さい。

（５）公共事業のため境界確認を必要とする場合は、施行主体の国、地方公共団体、その

他公的機関が土地所有者に代わって申請することができます。その際は、当該公的

機関においてその事業に関し権限を有する者を申請者とし、土地所有者の委任状は

不要とします。

（６）上記（１）から（５）に関わらず、土地所有者に代わって事務の一部を代理する場

合は、その代理人が申請書に「委任状」を添付のうえ、委任状に記載の事務を行う

ことができます。

４．代理人の選任

土地所有者は、境界確認を申請しようとするときは、代理人（土地の測量・図面作成の能

力を有する者）を選任するものとします。
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５．境界確認手続きの流れ

境界確認手続きの流れは、「Ⅱ 境界確認手続きの流れ」のとおりです。

６．境界確認申請書の作成

境界確認申請には、「市道（水路）と民有地の境界確認申請書（様式第 1号）」を作成して

ください。申請書の作成にあたっては、「Ⅲ 境界確認申請書の作成方法」をご確認くださ

い。

※境界確認申請は、道路管理課窓口で受付いたします。

７．申請の取り下げ

申請を取り下げる場合は、様式集の「取下書」を提出してください。

８．境界不調

以下に該当する場合は、境界不調として取り扱います。

（１）申請書の受理後（③）、３ヶ月を経過しても申請者側の原因により、境界確認（⑨）

が完了しないとき

（２）立会の終了後（⑦）、３ヶ月を経過しても申請者側の原因により、道水路境界確定図・

道路境界確認書の提出（⑨）がない場合

※申請者から相当な遅延理由等の申出があった場合はこの限りではありません。

９．境界確認申請窓口とお問い合わせ先

〒３６７－８５０１

埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号

本庄市都市整備部道路管理課管理係

電 話：０４９５－２５－１１３５（直通）

ＦＡＸ：０４９５－２４－０２４２



3

Ⅱ 境界確認手続きの流れ

手続きの流れ 土地所有者等の手続き及び提出書類 道路管理課の業務

①事前相談

②資料収集

③境界確認申請

④現地測量

⑤道水路境界協議

図提出

⑥仮境界点表示

⑦境界立会

⑧境界標の設置

⑨道水路境界確定

図、道路境界確認

書提出

⑩証明書等交付

□道路管理課窓口で境界確認が必要であるか否

かの相談

□道路管理課窓口で資料請求

□境界確認申請書作成・申請

「Ⅲ 境界確認申請書の作成方法」を参照。

□提供資料等をもとに現地の測量

「本庄市公共基準点管理保全要綱」に基づき、

・公共基準点使用手続き

・公共基準点使用報告書

を基準点管理者（道路管理課）へ提出。

□道水路境界協議図を作成・提出。必要に応じて

補正

「Ⅳ 道水路境界協議図の作成方法」を参照。

□現地に仮境界点の表示

□任意の立会日を設定し、関係地権者立会のも

と、境界確認

□道路境界確認書を作成

「Ⅴ 道路境界確認書の作成方法」を参照。

□確定した境界点に境界標を設置

□道水路境界確定図作成・提出

「Ⅵ 道水路境界確定図の作成方法」を参照。

□道路境界確認書提出

□立会証明書の押印について（依頼）、道路（水

路）境界に関する証明願申請書作成

■資料調査・回答

■資料提供

■内部審査・受理。必要に応じ

て補正、添付書類の追加

■内部審査。必要に応じて打ち

合わせ・補正指示

（１週間程度）

■仮境界点の現地確認

（１週間程度）

■杭の支給

（黄プラスチック杭）

■内部審査。境界確認記録作成

（受付～決裁まで１週間程度）

■立会証明書押印、証明書交付

（１週間程度）
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①事前相談

道路管理課窓口にて、境界確認を実施しようとする土地の境界確認が必要か否かの確認

をお願いします。

過去に境界確認が完了している場合は、原則として⑩証明書等交付で対応することが可

能です。ただし、現地に境界標が残存していて、過去の境界確認の成果と現地に残存する

境界標に大きな乖離がある場合には、成果どおりに境界標を復元する必要がある場合があ

ります。詳しくは道路管理課窓口にお問い合わせください。

②資料収集

測量を行うにあたり、道路管理課窓口で下記の資料請求をお願いします。

（１）道路台帳平面図、境界点図

（２）本庄市道路台帳基準点座標・境界点座標、基準点網図

（３）過去の境界確認資料

（４）路線測量資料

（５）地籍調査事業資料（地籍図根三角測量・地籍図根多角測量・細部図根測量成果、地

籍図（アルミケント図）、面積測定成果簿）

（６）土地改良事業資料（土地改良換地確定図、多角点成果、確定測量面積計算簿等）

（７）その他境界確認に必要な資料

なお、複写に係る実費の額は「本庄市行政資料等の複写実費徴収規則（平成 18 年 7 月 11

日）」に基づき下記のとおりです。資料請求の際に、道路管理課窓口にて納入してください。

③境界確認申請

「Ⅲ 境界確認申請書の作成方法」を参照して作成してください。

④現地測量

境界確認申請を提出していただいた後、提供資料をもとに、現地の測量を実施してくだ

さい。なお、公共基準点を使用する場合には、「本庄市公共基準点管理保全要綱（平成 19

年 9 月 21 日）」第４条に基づき、公共基準点の使用手続きを行ってください。また、公共

区分 金額

乾式複写機に

よる写し

A3 判、A4 判、B4 判

又は B5 判

単色刷り１枚につき １０円

多色刷り１枚につき ２０円

A0 判、A1 判、A2 判、

B1 判、B2 判又は B3 判

単色刷り１枚につき １００円

多色刷り 実費相当額

電磁的記録の

用紙への出力

A3 判、A4 判、B4 判

又は B5 判

単色刷り１枚につき １０円

多色刷り１枚につき ２０円
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基準点使用報告書を提出してください。

⑤道水路境界協議図提出

「Ⅳ 道水路境界協議図の作成方法」を参照のうえ、道水路境界協議図を提出してくださ

い。

境界立会に先立ち、道水路境界協議図により協議を行いますので、申請書の提出後、資

料を参考に測量を実施したうえで、速やかに道水路境界協議図を提出してください。また、

境界標の画像情報を添付してください。

境界確認の担当者が協議書を確認させていただき、必要に応じて打ち合わせ、補正をお

願いする場合があります。

⑥仮境界点表示

現地立会にあたり、事前に現地にペンキ等で仮境界点の表示を行ってください。境界立

会前に、境界確認の担当者が現地確認させていただく際に必要になります。

⑦境界立会

境界立会は、任意で立会日を設定し、申請者、隣接地・対向地の土地所有者が行います。

市は、事前に仮境界点の確認を行っているため、原則、立会には同行いたしません。なお、

特別な事情により、立会に同行する必要がある場合には、道路管理課担当者までご相談く

ださい。

境界立会の実施にあたり、「Ⅴ 道路境界確認書の作成方法」を参照のうえ、道路境界

確認書を用意して立会を実施してください。立会の際に、隣接及び対向地の土地所有者の

署名、捺印が必要になります。

⑧境界標の設置

立会の結果、確定した境界点に境界標を設置してください。道路管理課窓口にてプラスチ

ック杭を支給させていただきます。プラスチック杭を設置できない場合は、市販の鋲や金属

プレートをお使いください。

⑨道水路境界確定図、道路境界確認書提出

「Ⅵ 道水路境界確定図の作成方法」を参照のうえ、道水路境界確定図を作成し、道路境

界確認書と合わせて提出してください。

（ア）道水路境界確定図（１部）

（イ）境界標の画像情報（遠景・近景）

（ウ）道路境界確認書（１部）

道水路境界確定図は、境界確認の担当者が境界確認記録を作成し、一般の閲覧に供します。

⑩証明書等交付

境界確認の一連の手続きが終わりましたら、立会証明書への押印、道路（水路）境界に関

する証明を交付することができます。立会証明書への押印、道路（水路）境界に関する証明
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が必要な場合は、別途申請してください。

立会証明書は、申請地土地所有者と隣接土地所有者とが立会し、土地の境界について異議

なく確認されたことを証する書面です。市は申請地に隣接する公共用地の管理者として立会

証明書に押印するものです。

道路（水路）境界に関する証明は、申請地と市が管理する公共用地との境界を、道水路境

界確定図に基づき証明するものです。

なお、立会証明書の押印の手数料は無料ですが、証明書交付に係る手数料は「本庄市手数

料条例（平成 18 年１月 10 日）」に基づき下記のとおりです。証明書受領の際に、道路管理

課窓口にて手数料を納入してください。

項 手数料を徴収する事項 手数料の金額

76 その他の証明 １件につき ２００円
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Ⅲ 境界確認申請書の作成方法

境界確認の申請は、「市道（水路）と民有地の境界確認申請書」（様式第 1号）を作成して

ください。

１．申請地

境界確認を申請する土地の地番を記入してください。申請する土地が連続する筆かつ土地

所有者が同一の場合は、一つの申請書にまとめて申請することが可能です。

２．申請地所有者（土地所有者）

土地登記簿の権利部（甲区）に登記されている所有者の住所、氏名を記入してください。

３．申請者

（１）「Ⅰ ３．境界確認の申請者」の区分により、記入してください。

（２）土地所有者が選任した代理人が申請する場合は、下記に定めるとおりに記入してくだ

さい。

（ア）土地家屋調査士の場合

「土地家屋調査士・氏名」を記載してください。

（イ）法人の場合

「法人名・代表者肩書き・代表者名」を記載してください。

（ウ）測量士や法人登記されていない法人の場合

「測量士・氏名」「商号など・氏名」を記載してください。

４．添付書類

申請書に以下の書類を添付してください。

（１）位置図

地図の写し等に申請地を朱書きで表示したものを添付してください。

（２）公図の写し（法務局備え付けの公図を複写したもの又は登記情報提供サービスの地図

を複写したもの）

（ア）発行日から３ヶ月以内のものを添付してください。

（イ）申請地の対向地及び前面道路部分についても添付してください。

（ウ）申請箇所は朱書きで表示してください。

（３）関係地主一覧表

下記（ア）～（エ）について、地番、所有者、登記簿上の住所を調査し、関係地主一

覧表に記入してください。

（ア）申請地

（イ）申請地の両隣の土地

（ウ）申請地に隣接する道路が公図上４ｍ未満の場合には申請地の道路対向地

（エ）申請地に隣接する有地番の公有地（道路・水路等）

（４）申請地及び関係地の測量図・分筆図及び登記事項証明書

下記（ア）～（エ）について、法務局備え付けの地積測量図及び登記事項証明書の写
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しを添付してください。

（ア）申請地

（イ）申請地の両隣の土地

（ウ）申請地に隣接する道路が公図上４ｍ未満の場合には申請地の道路対向地

（エ）申請地に隣接する有地番の公有地（道路・水路等）

（５）委任状

「委任状」は市の様式を使用するものとし、委任する権限について、「委任状」に記

載された番号を〇で囲んでください。

（６）印鑑証明書

委任者の印鑑証明書（発行日から３ヶ月以内のもの）を添付して申請時に提出してく

ださい。

なお、土地所有者自身が境界確認を行い、道路境界確認書に署名・押印する場合は、

印鑑証明書の添付は必要ありません。
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様式第1号(第4条関係)

市道(水路)と民有地の境界確認申請書

※添付図書

位置図、公図の写し、関係地主一覧表、申請地及び関係地の測量図・分筆図及び登記事

項証明書、委任状、印鑑証明書

年 月 日

申請人 住 所

氏 名 印

電話番号

(あて先)本庄市長

備考 1 申請人は、申請地所有者又は代理人。代理人により申請する場合は、委任状(別

紙)を付けてください。

2 当日は関係地主に印鑑持参の上、立ち会ってもらうよう連絡をお願いします。関

係地主とは、道路又は水路を挟み、申請地と対向する土地の地主と両側の隣接地主

をいう。

申 請 地 本庄市 地先道路

申 請 地

所 有 者

住 所

氏 名

申請理由 1 建築確認申請に係る境界確認

・道路後退用地部分の寄附の意思 (有 ・ 無)

2 官民境界不明による境界確認

3 その他( )

記載例

申請する土地の地番を記入してください。

土地登記簿の権利部（甲区）に登記されている
所有者の住所・氏名を記入してください。

該当する番号を○で囲んで
ください。その他の場合は、
理由を記載してください。

「Ⅲ　境界確認申請書の作成方法
　３．申請者」の区分により、記入・
押印してください。
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関 係 地 主 一 覧 表

地 番 所 有 者 住 所 備 考

１－１ Ａ 本庄市○丁目○番○号

１－２ Ｂ 本庄市△丁目△番△号

１－３ Ｃ 本庄市×丁目×番×号

２－１ Ｄ 本庄市□丁目□番□号

①～④の地番、所有者、登記簿上の住所を記載してください。

①申請地

②申請地の両隣の土地

③申請地に隣接する道路が公図上４ｍ未満の場合には
申請地の道路対向地

④申請地に隣接する有地番の公有地（道路・水路等）
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委 任 状

住 所

私は、 氏 名 を代理人と定め

連絡先

下記の権限を委任します。

記

１．市道（水路）と民有地の境界確認申請に関する一切の件。

２．市道（水路）と民有地の境界確認立ち会いに関する一切の権限。

３．市道（水路）境界に関する証明願等の申請、受領に関する一切の件。

（注意）該当する項目の番号を○で囲みください。

令和 年 月 日

委任者 住 所

氏 名 印（登録印）

連絡先

（あて先） 本 庄 市 長

本庄市○丁目◇◇番地

土地家屋調査士　本庄　太郎

０４９５－○○－○○○○

該当する番号を○で囲んでください。

本庄市○丁目○番○号

Ａ

０４９５－○○－××××
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Ⅳ 道水路境界協議図の作成方法

道水路境界協議図は、別紙の作成例を参照の上、下記事項に留意し作成をお願いします。

①表題部については作成例を参考にし、申請地が複数ある場合は代表地番を記載します。

②用紙は日本工業規格 A列 1番、2番、3番、4番とします。

③縮尺は、原則として１／５００とします。

④寸法は算用数字を用います。

⑤境界線及び幅員の寸法はｍ（メートル）単位とし、１／１０００未満は切り捨てて表示し

ます。

⑥図面の位置取りは、原則北を上向きとし、方位は北方向に矢印等を記入します。

⑦境界杭の凡例を記載します。

⑧公図に基づく地番を記載します。なお、公図を基に参考として記載する地番の筆界線は、

民地境界を特定しているとの誤解を生むため、道水路境界と結ばないで適当な空白を設け、

破線で記載します。

⑨現地境界標の座標値及び多角点の座標値を記載します。なお、任意座標系、公共座標系（日

本測地系、測地成果 2000、測地成果 2011）の別を記載します。

⑩境界点間の距離を記載します。境界点が接近し距離等が記入できない場合は、適宜引出線

又は拡大図により記載します。

⑪道路幅員を記載します。

⑫法務局に縮尺が１／５００の公図が備え付けられている場合、道水路境界協議図と公図を

重ね合わせた図面を提出してください。

⑬過去の境界確認成果がある場合、変換座標と実測座標の差を記載してください。また、座

標変換計算書を提出してください。

その他ご不明な点は担当者に確認をお願いします。



①

②

④・⑤・⑩

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑬

13
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Ⅴ 道路境界確認書の作成方法

原則、土地所有者本人が道路境界確認書に署名・押印をしてください。ただし、下記に該

当する場合はそれぞれの定めるところによります。

１．申請地土地所有者の署名・押印

（１）法人が土地所有者の場合は代表者が署名・押印します。だたし、法人が解散又は倒

産した場合は、清算人又は管財人等が署名・押印します。

（２）共有地の場合は、原則として共有者全員が署名・押印します。

（３）土地所有者が死亡している場合は、遺産分割協議書、遺言公正証書等がある場合は、

その権利者が署名・押印します。それ以外の場合は、原則として法定相続人全員が

署名・押印します。

（４）土地所有者が未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者の場合は、法定代理人

（親権者・後見人等）が署名・押印します。

２．隣接及び対向地の土地所有者の署名・押印

（１）原則、１．申請地土地所有者（１）～（５）を準用します。

（２）隣接及び対向地の土地所有者から確認が得られない場合や、立会が困難な場合は、

境界確認担当者にご相談ください。

※道路境界確認書の押印に用いる印鑑は、「認印」で差し支えありません。ただし、イン

ク浸透印（いわゆる「シャチハタ」）による押印は認められません。



令和 年 月 日

（あて先）本庄市長

土 地 所 有 者 住所

氏名 印

隣接土地所有者 住所

氏名 印

住所

氏名 印

住所

氏名 印

道 路 境 界 確 認 書

下記記載の土地と道路・水路との境界は、現地立会の上何等異議ありませんので確認いた
します。

区分 大 字 字 地 番 所 有 者 摘 要

申

請

地

隣

接

地

本庄三丁目 １－１ Ａ

本庄三丁目

本庄三丁目

本庄三丁目

１－２

１－３

２－１

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

本庄市○丁目○番○号

本庄市△丁目△番△号

本庄市×丁目×番×号

本庄市□丁目□番□号

Ｂ

Ｃ

Ｄ

全員の立会が終わった日付を記入してください。

認印
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Ⅵ 道水路境界確定図の作成方法

道水路境界確定図は、別紙の作成例を参照の上、下記事項に留意し作成をお

願いします。

①表題部については作成例を参考にし、申請地が複数ある場合は代表地番を記

載します。

②用紙は日本工業規格 A 列 1 番、2 番、3 番、4 番とします。

③縮尺は、原則として１／２５０または１／５００とします。

④寸法は算用数字を用います。

⑤境界線及び幅員の寸法はｍ（メートル）単位とし、１／１０００未満は切り

捨てて表示します。

⑥図面の位置取りは、原則北を上向きとし、方位は北方向に矢印等を記入しま

す。

⑦境界杭の凡例を記載します。

⑧公図に基づく地番を記載します。なお、公図を基に参考として記載する地番

の筆界線は、民地境界を特定しているとの誤解を生むため、道水路境界と結

ばないで適当な空白を設け、破線で記載します。

⑨現地境界標の座標値及び多角点の座標値を記載します。なお、任意座標系、

公共座標系（日本測地系、測地成果 2000、測地成果 2011）の別を記載しま

す。

⑩境界点間の距離を記載します。境界点が接近し距離等が記入できない場合

は、適宜引出線又は拡大図により記載します。

⑪道路幅員（確定幅員）を記載します。

その他ご不明な点は担当者に確認をお願いします。



①

③

④・⑤・⑩

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪
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様式第1号(第4条関係)

市道(水路)と民有地の境界確認申請書

※添付図書

位置図、公図の写し、関係地主一覧表、申請地及び関係地の測量図・分筆図及び登記事

項証明書、委任状、印鑑証明書

年 月 日

申請人 住 所

氏 名

電話番号

(あて先)本庄市長

備考 1 申請人は、申請地所有者又は代理人。代理人により申請する場合は、委任状(別

紙)を付けてください。

2 当日は関係地主に印鑑持参の上、立ち会ってもらうよう連絡をお願いします。関

係地主とは、道路又は水路を挟み、申請地と対向する土地の地主と両側の隣接地主

をいう。

申 請 地 本庄市 地先道路

申 請 地

所 有 者

住 所

氏 名

申請理由 1 建築確認申請に係る境界確認

・道路後退用地部分の寄附の意思 (有 ・ 無)

2 官民境界不明による境界確認

3 その他( )
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関 係 地 主 一 覧 表

地 番 所 有 者 住 所 備 考

19



委 任 状

住 所

私は、 氏 名 を代理人と定め

連絡先

下記の権限を委任します。

記

１．市道（水路）と民有地の境界確認申請に関する一切の件。

２．市道（水路）と民有地の境界確認立ち会いに関する一切の権限。

３．市道（水路）境界に関する証明願等の申請、受領に関する一切の件。

（注意）該当する項目の番号を○で囲みください。

令和 年 月 日

委任者 住 所

氏 名 印（登録印）

連絡先

（あて先） 本 庄 市 長

20



令和 年 月 日

（あて先）本庄市長

土 地 所 有 者 住所

氏名 印

隣接土地所有者 住所

氏名 印

住所

氏名 印

住所

氏名 印

道 路 境 界 確 認 書

下記記載の土地と道路・水路との境界は、現地立会の上何等異議ありませんので確認いた
します。

区分 大 字 字 地 番 所 有 者 摘 要

申

請

地

隣

接

地
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取 下 書

申 請 書 受 付

年月日及受付番号
令和 年 月 日 受 付 第 号

申 請 地

所 有 者

申 請 理 由

取 下 げ の 理 由

取 下 年 月 日 令和 年 月 日

右取下げます。

住所

申 請 人

氏名
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様式第1号(第4条関係)

公共基準点使用(包括)承認申請書

年 月 日

(あて先)本庄市長

申請者 住 所

氏 名

本庄市公共基準点管理保全要綱第4条第1項の規定により公共基準点の使用について、

下記のとおり(包括)承認を申請します。

使 用 目 的

使 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで( 日間)

測 量 地 域

使 用 す る

公 共 基 準 点 計 点

測 量 方 法

測

量

計

画

機

関

名 称

代表者氏名

所 在 地

TEL

測

量

作

業

機

関

名 称

代表者氏名

所 在 地

TEL

備 考
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様式第3号(第4条関係)

公共基準点使用報告書

(あて先)本庄市長

報告者 住 所

名 称

担当者

本庄市公共基準点の使用結果を下記のとおり報告します。

使 用 目 的

使 用 期 間 年 月 日から 年 月 日まで( 日間)

測 量 地 域

使 用 し た

公 共 基 準 点 計 点

使用承認番号 承認番号 号

測

量

作

業

機

関

名 称

代表者氏名

所 在 地

TEL

使 用 結 果

(精 度)

No. ～No. 相対精度1：

No. ～No. 相対精度1：

No. ～No. 相対精度1：

No. ～No. 相対精度1：

特 記 事 項

(故障点、異常点の状況を記載)
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令和 年 月 日

（あて先） 本 庄 市 長

立会証明書の押印について(依頼)

令和 年 月 日境界（立会・確認・確定）した下記の土地について、

に使用したいので、別紙立会証明書に押印下さるよ

うお願い申し上げます。

※添付書類 位置図、測量図、公図写し、立会証明書副本

（別紙・立会証明書原本）

申請人 住 所

氏 名

１．所 在 地 本庄市

２．土地所有者 住 所

氏 名
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道路（水路）境界に関する証明願

下記所在の土地は、別紙図面のとおり決定したことを証明願います。

（あて先） 本 庄 市 長

令和 年 月 日

申請人 住 所

氏 名 印

連絡先

記

証明を要する土地 本庄市 丁目

大字 番

所有者 住 所

氏 名

※添付書類 位置図、測量図、公図の写

上記のとおり証明する。

第 号

令和 年 月 日

本庄市長 吉 田 信 解
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